
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案要綱 

 

一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正 

１ 特別児童扶養手当の所得制限を撤廃するものとする。 

                       （第６条から第 10 条まで関係） 

２ 障害児福祉手当の所得制限を撤廃するものとする。 

                      （第 20 条から第 23 条まで関係） 

 

二 施行期日等 

１ 施行期日 

 この法律は、令和８年４月１日から施行する。ただし、４は、公布の日から

施行する。                      （附則第１条関係） 

２ 経過措置 

⑴ この法律による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定は、

令和８年４月以降の月分の特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の支給につ

いて適用し、同年３月以前の月分の特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の

支給については、なお従前の例による。     （附則第２条第１項関係） 

⑵ 施行日から令和８年９月 30 日までの間に特別児童扶養手当又は障害児福祉

手当の支給に係る認定の請求をした者（施行日において支給要件に該当する

者に限る。）についての特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給は、請求

日にかかわらず、令和８年４月分からとする。 

                   （附則第２条第２項及び第３項関係） 

⑶ その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。 

                    （附則第３条及び附則第４条関係） 

３ 障害児等の経済的負担の一層の軽減 

 政府は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、次に掲げる給付その他障害児

の福祉の増進を図るための制度における給付について、障害児又はその保護者

等の経済的負担の一層の軽減を図るため必要な措置を講ずるものとする。 

⑴ 児童福祉法に規定する放課後等デイサービスに係る同法に規定する障害児

通所給付費等 

⑵ 特別支援学校への就学奨励に関する法律の規定により支給する経費 

                           （附則第５条関係） 

４ 検討 

 政府は、この法律の公布後３年を目途として、障害者の福祉の増進を図るた

めの制度における給付に係る所得による支給等の制限の撤廃その他障害者の経

済的負担の一層の軽減を図るための措置（３の措置を除く。）について包括的に

検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるも

のとする。                      （附則第６条関係） 



  
 

一

 
 
 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
□
同
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

削
除 

 

第
十
一
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
□
□
支
給
の
制
限
□
□
を
付
す
る
□ 

 

第
十
六
条
中
□
児
童
扶
養
手
当
法
□
の
下
に
□
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
□
□
を
加
え
□
□
並
び
に
第
三
十

一
条
□
を
□
並
び
に
第
三
十
一
条
前
段
□
に
改
め
□
□
□
同
法
第
三
十
一
条
中
□
第
十
二
条
第
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
□
と
□
□
金
額
の
全
部
又
は
一
部
□
と
あ
る
の
は
□
金
額
□
と
□
を
削

る
□ 

 

第
十
九
条
中
□
□
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
□
受
給
資
格
者
□
と
い
う
□
□
□
を
削
る
□ 

 

第
二
十
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
□
同
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

削
除 

 

第
二
十
五
条
中
□
市
□
の
下
に
□
□
特
別
区
を
含
む
□
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
に
お
い
て
同



 

  
 

二

じ
□
□
□
を
加
え
る
□ 

 

第
二
十
六
条
中
□
□
第
二
十
二
条
□
□
を
□
□
□
第
二
十
二
条
□
□
に
改
め
□
□
□
□
第
九
条
第
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第

二
十
二
条
第
二
項
□
と
□
を
削
る
□ 

 

第
二
十
六
条
の
四
中
□
者
□
の
下
に
□
□
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
□
受
給
資
格
者
□
と
い
う
□
□
□
を
加
え
□
同
条
の
次
に

次
の
見
出
し
及
び
四
条
を
加
え
る
□ 

 

□
支
給
の
制
限
□ 

第
二
十
六
条
の
四
の
二 

手
当
は
□
受
給
資
格
者
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者
の
所
得
税
法
□
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
□

に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
□
次
条
及
び
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
に
お
い
て
□
扶
養
親
族
等
□
と

い
う
□
□
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
□
そ
の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□

支
給
し
な
い
□ 

第
二
十
六
条
の
四
の
三 

手
当
は
□
受
給
資
格
者
の
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
又
は
受
給
資
格
者
の
民
法
□
明
治
二
十
九
年
法
律

第
八
十
九
号
□
第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
当
該
受
給
資
格
者
の
生
計
を
維
持
す
る
も
の
の
前
年
の

所
得
が
□
そ
の
者
の
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
□
そ
の
年
の
八
月
か



  
 

三

ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□
支
給
し
な
い
□ 

第
二
十
六
条
の
四
の
四 

震
災
□
風
水
害
□
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
□
自
己
又
は
所
得
税
法
に
規
定
す
る

同
一
生
計
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
の
所
有
に
係
る
住
宅
□
家
財
又
は
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
財
産
に
つ
き
被
害
金
額

□
保
険
金
□
損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
充
さ
れ
た
金
額
を
除
く
□
□
が
そ
の
価
格
の
お
お
む
ね
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
損
害

を
受
け
た
者
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
被
災
者
□
と
い
う
□
□
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
損
害
を
受
け
た
月
か
ら

翌
年
の
七
月
ま
で
の
手
当
に
つ
い
て
は
□
そ
の
損
害
を
受
け
た
年
の
前
年
又
は
前
前
年
に
お
け
る
当
該
被
災
者
の
所
得
に
関

し
て
は
□
前
二
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
手
当
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
□
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き

は
□
そ
の
支
給
を
受
け
た
者
は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
手
当
で
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
も
の
に
相
当
す

る
金
額
を
都
道
府
県
□
市
又
は
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
第
二
十

六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
こ
と
□ 
当
該
被
災
者
に
支
給
さ
れ
た
手
当 

二 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
前
条
に



 

  
 

四

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

当
該
被
災
者
を
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
と
す
る
者
に
支
給
さ
れ
た

手
当 

第
二
十
六
条
の
四
の
五 

第
二
十
六
条
の
四
の
二
□
第
二
十
六
条
の
四
の
三
及
び
前
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲

及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

 

第
二
十
六
条
の
五
中
□
第
十
六
条
並
び
に
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
□
を
□
第
十
九
条
□
第
十
九
条
の
二
□
第
二
十

四
条
並
び
に
第
二
十
五
条
並
び
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
四
条
□
第
二

十
五
条
並
び
に
第
三
十
一
条
□
に
改
め
□
同
条
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
法
第
五
条
の
二
第
一
項
中
□
基
本
額
□
と
あ
る
の
は
□
特
別
障
害
者
手
当
の
額
□
と
□
同
条
第

三
項
中
□
前
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第
一
項
□
と
□
同
法
第
三
十
一
条
中
□
第
十
二
条
第
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
特
別
児
童

扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
□
と
□
□
金
額
の
全
部
又
は
一
部
□
と
あ
る
の
は
□
金

額
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
三
十
七
条
中
□
受
給
資
格
者
□
受
給
資
格
者
の
□
を
□
受
給
資
格
者
□
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に

限
る
□
□
若
し
く
は
そ
の
□
に
改
め
□
□
若
し
く
は
障
害
児
□
を
削
る
□ 



  
 

五

 
第
三
十
九
条
の
二
中
□
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
□
及
び
□
こ
れ
ら
の
規
定
を
□
を
削
り
□
□
含
む
□
□
□
の
下
に
□
及
び

第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
□
を
加
え
る
□ 

 
 
 

附 
則 

 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
附
則
第
六
条
の
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
新
法
□
と

い
う
□
□
の
規
定
は
□
令
和
八
年
四
月
以
降
の
月
分
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
及
び
障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用

し
□
同
年
三
月
以
前
の
月
分
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
及
び
障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
□
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
□
施
行
日
□
と
い
う
□
□
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
新
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
の
請
求
を
し
た
者
□
施
行
日
に
お
い
て
新
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
□
□
に
つ
い
て
の
新
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
同
項
中
□
受
給



 

  
 

六

資
格
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
□
と
あ
る
の
は
□□
令
和
八
年
四
月
□
と
す
る
□ 

３ 
施
行
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
新
法
第
十
九
条
の
認
定
の
請
求
を
し
た
者
□
施
行
日
に
お
い
て
新
法
の

規
定
に
よ
る
障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
□
□
に
つ
い
て
の
新
法
第
二
十
六
条
で
準
用
す
る
新
法

第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
同
項
中
□
受
給
資
格
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
を
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
□
と
あ
る
の
は
□
□
令
和
八
年
四
月
□
と
す
る
□ 

 

□
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
□ 

第
三
条 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施

行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

 

□
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
□ 

第
四
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

 

□
障
害
児
等
の
経
済
的
負
担
の
一
層
の
軽
減
□ 

第
五
条 

政
府
は
□
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
□
次
に
掲
げ
る
給
付
そ
の
他
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
の
制
度
に
お
け
る
給
付
に
つ
い
て
□
障
害
児
又
は
そ
の
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
の
一
層
の
軽
減
を
図
る
た
め
必
要
な
措



  
 

七

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

一 
児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ

ス
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
等
□
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
を
含
む
□
□ 

二 

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
□
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
支
給
す
る
経
費
□
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
現
物
を
も
□
て
支
給
す
る
場
合
を
含
む
□
□ 

 

□
検
討
□ 

第
六
条 

政
府
は
□
こ
の
法
律
の
公
布
後
三
年
を
目
途
と
し
て
□
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
制
度
に
お
け
る
給
付

に
係
る
所
得
に
よ
る
支
給
等
の
制
限
の
撤
廃
そ
の
他
障
害
者
の
経
済
的
負
担
の
一
層
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
措
置
□
前
条
の

措
置
を
除
く
□
□
に
つ
い
て
包
括
的
に
検
討
を
加
え
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
□ 

 

□
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
□ 

第
七
条 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 



 

  
 

八

 
 

別
表
第
一
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
□
の
項
中
□
第
二
十
二

条
第
二
項
及
び
□
及
び
□
こ
れ
ら
の
規
定
を
□
を
削
り
□
□
含
む
□
□
□
の
下
に
□
及
び
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
□

を
加
え
る
□ 

 

□
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
□ 

第
八
条 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
中
□
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
□
を
□
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六

条
の
四
の
二
か
ら
第
二
十
六
条
の
四
の
五
ま
で
□
に
改
め
る
□ 

 



  
 

九

 
 
 
 
 

理 

由 

 

特
別
児
童
扶
養
手
当
及
び
障
害
児
福
祉
手
当
に
係
る
所
得
に
よ
る
支
給
の
制
限
を
撤
廃
す
る
必
要
が
あ
る
□
こ
れ
が
□
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
□ 





  
 

一
一

 
 
 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
□
平
年
度
約
三
百
三
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
□ 



 

一 

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

第
二
章 
特
別
児
童
扶
養
手
当 

  

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

削
除 

              

 
 

 

第
二
章 

特
別
児
童
扶
養
手
当 

  

□
支
給
の
制
限
□ 

第
六
条 

手
当
は
□
受
給
資
格
者
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者
の
所
得
税
法
□
昭

和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
□
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親

族
□
以
下
□
扶
養
親
族
等
□
と
い
う
□
□
並
び
に
当
該
受
給
資
格
者
の
扶
養
親

族
等
で
な
い
児
童
扶
養
手
当
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
□

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
当
該
受
給
資
格
者
が
前
年
の
十
二
月
三
十

一
日
に
お
い
て
生
計
を
維
持
し
た
も
の
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
政
令
で

定
め
る
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
□
そ
の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□

支
給
し
な
い
□ 

 

第
七
条 

父
又
は
母
に
対
す
る
手
当
は
□
そ
の
父
若
し
く
は
母
の
配
偶
者
の
前

年
の
所
得
又
は
そ
の
父
若
し
く
は
母
の
民
法
□
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十

九
号
□
第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
そ
の
父
若
し
く

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者
の
扶
養
親
族

等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
□
そ

の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□
支
給
し
な
い
□ 



  

二 

                     

 

第
八
条 

養
育
者
に
対
す
る
手
当
は
□
そ
の
養
育
者
の
配
偶
者
の
前
年
の
所
得

又
は
そ
の
養
育
者
の
民
法
第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者

で
そ
の
養
育
者
の
生
計
を
維
持
す
る
も
の
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者
の
扶

養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
前
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額

以
上
で
あ
る
と
き
は
□
そ
の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□
支
給
し

な
い
□ 

 

第
九
条 

震
災
□
風
水
害
□
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
□
自

己
又
は
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
の
所

有
に
係
る
住
宅
□
家
財
又
は
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
財
産
に
つ
き
被
害
金

額
□
保
険
金
□
損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
充
さ
れ
た
金
額
を
除
く
□
□
が
そ
の

価
格
の
お
お
む
ね
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
損
害
を
受
け
た
者
□
以
下
□
被
災

者
□
と
い
う
□
□
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
損
害
を
受
け
た
月
か
ら
翌

年
の
七
月
ま
で
の
手
当
に
つ
い
て
は
□
そ
の
損
害
を
受
け
た
年
の
前
年
又
は

前
前
年
に
お
け
る
当
該
被
災
者
の
所
得
に
関
し
て
は
□
前
三
条
の
規
定
を
適

用
し
な
い
□ 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
手
当
が
支
給
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
□
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
□
そ
の
支
給
を
受
け
た
者

は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
手
当
で
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係

る
も
の
に
相
当
す
る
金
額
を
国
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 



 

三 

               

□
支
給
の
制
限
□ 

第
十
一
条 

□
略
□ 

 

第
十
二
条 

□
略
□ 

  

□
児
童
扶
養
手
当
法
の
準
用
□ 

第
十
六
条 

児
童
扶
養
手
当
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
□
第

一 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶

養
親
族
等
及
び
当
該
被
災
者
の
扶
養
親
族
等
で
な
い
児
童
扶
養
手
当
法
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
当
該
被
災
者
が
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一

日
に
お
い
て
生
計
を
維
持
し
た
も
の
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
第
六
条

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

当
該
被
災
者
に
支

給
さ
れ
た
手
当 

二 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶

養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
第
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

当
該
被
災
者
を
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
と

す
る
者
に
支
給
さ
れ
た
手
当 

 

第
十
条 

第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
前
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
所
得

の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

第
十
一
条 

□
略
□ 

 
第
十
二
条 

□
略
□ 

  

□
児
童
扶
養
手
当
法
の
準
用
□ 

第
十
六
条 

児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
□
第
八
条
□



  

四 

五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
□
第
八
条
□
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条

ま
で
並
び
に
第
三
十
一
条
前
段
の
規
定
は
□
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ

の
場
合
に
お
い
て
□
同
法
第
五
条
の
二
第
一
項
中
□
基
本
額
□
と
あ
る
の
は

□
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額
□
と
□
同
条
第
三
項
中
□
前
二
項
□
と
あ
る
の

は
□
第
一
項
□
と
□
同
法
第
八
条
第
一
項
中
□
監
護
等
児
童
が
あ
る
に
至
つ

た
場
合
□
と
あ
る
の
は
□
監
護
し
若
し
く
は
養
育
す
る
障
害
児
が
あ
る
に
至

つ
た
場
合
又
は
そ
の
監
護
し
若
し
く
は
養
育
す
る
障
害
児
の
障
害
の
程
度
が

増
進
し
た
場
合
□
と
□
同
条
第
三
項
中
□
監
護
等
児
童
の
数
が
減
じ
□
と
あ

る
の
は
□
そ
の
監
護
し
若
し
く
は
養
育
す
る
障
害
児
の
数
が
減
じ
□
又
は
そ

の
障
害
児
の
障
害
の
程
度
が
低
下
し
□
と
□□
そ
の
減
じ
□
と
あ
る
の
は
□
そ

の
減
じ
□
又
は
低
下
し
□
と
□
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
中
□
都
道
府
県
知

事
□
と
あ
る
の
は
□
厚
生
労
働
大
臣
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

     
 

 

第
三
章 

障
害
児
福
祉
手
当 

  

□
認
定
□ 

第
十
九
条 

手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
は
□
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
□
そ
の
受
給
資
格
に
つ
い
て
□
都
道
府
県
知
事
□
市
長
又
は

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
は
□
手
当

に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
法
第
五
条
の
二
第
一
項
中

□
基
本
額
□
と
あ
る
の
は
□
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額
□
と
□
同
条
第
三
項

中
□
前
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第
一
項
□
と
□
同
法
第
八
条
第
一
項
中
□
監

護
等
児
童
が
あ
る
に
至
つ
た
場
合
□
と
あ
る
の
は
□
監
護
し
若
し
く
は
養
育

す
る
障
害
児
が
あ
る
に
至
つ
た
場
合
又
は
そ
の
監
護
し
若
し
く
は
養
育
す
る

障
害
児
の
障
害
の
程
度
が
増
進
し
た
場
合
□
と
□
同
条
第
三
項
中
□
監
護
等

児
童
の
数
が
減
じ
□
と
あ
る
の
は
□
そ
の
監
護
し
若
し
く
は
養
育
す
る
障
害

児
の
数
が
減
じ
□
又
は
そ
の
障
害
児
の
障
害
の
程
度
が
低
下
し
□
と
□□
そ
の

減
じ
□
と
あ
る
の
は
□
そ
の
減
じ
□
又
は
低
下
し
□
と
□
同
法
第
二
十
三
条

第
一
項
中
□
都
道
府
県
知
事
□
と
あ
る
の
は
□
厚
生
労
働
大
臣
□
と
□
同
法

第
三
十
一
条
中
□
第
十
二
条
第
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
特
別
児
童
扶
養
手
当

等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
□
と
□
□
金
額
の
全
部
又
は
一
部
□

と
あ
る
の
は
□
金
額
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

   
 

 

第
三
章 

障
害
児
福
祉
手
当 

  

□
認
定
□ 

第
十
九
条 
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
□
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
□
受

給
資
格
者
□
と
い
う
□
□
は
□
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
そ



 

五 

福
祉
事
務
所
を
管
理
す
る
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

   

□
支
払
期
月
□ 

第
十
九
条
の
二 

□
略
□ 

  

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 
削
除 

             

の
受
給
資
格
に
つ
い
て
□
都
道
府
県
知
事
□
市
長
又
は
福
祉
事
務
所
を
管
理

す
る
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

  

□
支
払
期
月
□ 

第
十
九
条
の
二 

□
略
□ 

  

□
支
給
の
制
限
□ 

第
二
十
条 

手
当
は
□
受
給
資
格
者
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者
の
扶
養
親
族

等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
□
そ
の

年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□
支
給
し
な
い
□ 

 

第
二
十
一
条 

手
当
は
□
受
給
資
格
者
の
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
又
は
受
給
資

格
者
の
民
法
第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
当
該
受
給

資
格
者
の
生
計
を
維
持
す
る
も
の
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者
の
扶
養
親
族

等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
□
そ

の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□
支
給
し
な
い
□ 

 
第
二
十
二
条 

被
災
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
□
そ
の
損
害
を
受
け
た
月
か

ら
翌
年
の
七
月
ま
で
の
手
当
に
つ
い
て
は
□
そ
の
損
害
を
受
け
た
年
の
前
年

又
は
前
前
年
に
お
け
る
当
該
被
災
者
の
所
得
に
関
し
て
は
□
前
二
条
の
規
定

を
適
用
し
な
い
□ 



  

六 

                 

□
費
用
の
負
担
□ 

第
二
十
五
条 

手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
□
そ
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る

額
を
国
が
負
担
し
□
そ
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
都
道
府
県
□
市
□
特

別
区
を
含
む
□
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
に
お

い
て
同
じ
□
□
又
は
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
負
担
す
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
手
当
が
支
給
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
□
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
□
そ
の
支
給
を
受
け
た
者

は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
手
当
で
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係

る
も
の
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道
府
県
□
市
□
特
別
区
を
含
む
□
以
下
同
じ
□
□

又
は
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶

養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
第
二
十
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
額
を
超
え
る
こ
と
□ 

当
該
被
災
者
に
支
給
さ
れ
た
手
当 

二 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶

養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
前
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

額
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

当
該
被
災
者
を
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
と
す

る
者
に
支
給
さ
れ
た
手
当 

 第
二
十
三
条 

第
二
十
条
□
第
二
十
一
条
及
び
前
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る

所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  
□
費
用
の
負
担
□ 

第
二
十
五
条 

手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
□
そ
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る

額
を
国
が
負
担
し
□
そ
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
都
道
府
県
□
市
又
は

福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
負
担
す
る
□ 

 



 

七 

  

□
準
用
□ 

第
二
十
六
条 

第
五
条
第
二
項
□
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
一

条
□
第
三
号
を
除
く
□
□
□
第
十
二
条
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
は
□
手
当
に

つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
条
中
□
第
八
条
□
第
二
十
二

条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
□
と
あ
る
の
は
□
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
四
条
□

第
二
十
五
条
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

   
 

 

第
三
章
の
二 

特
別
障
害
者
手
当 

  

□
支
給
の
調
整
□ 

第
二
十
六
条
の
四 

手
当
は
□
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
□
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
□
受
給
資
格
者
□
と
い
う
□
□
が
□
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給

付
で
あ
つ
て
□
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
□
そ
の
価
額
の
限
度
で
支
給
し
な
い
□
た
だ
し
□

そ
の
全
額
に
つ
き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
□
こ
の
限
り
で
な

い
□ 

  

□
支
給
の
制
限
□ 

第
二
十
六
条
の
四
の
二 

手
当
は
□
受
給
資
格
者
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者

  

□
準
用
□ 

第
二
十
六
条 

第
五
条
第
二
項
□
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
十
一

条
□
第
三
号
を
除
く
□
□
□
第
十
二
条
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
は
□
手
当
に

つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
条
中
□
第
八
条
□
第
二
十
二

条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
□
と
あ
る
の
は
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
四
条
□

第
二
十
五
条
□
と
□□
第
九
条
第
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第
二
十
二
条
第
二
項
□

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

  
 

 

第
三
章
の
二 

特
別
障
害
者
手
当 

  

□
支
給
の
調
整
□ 

第
二
十
六
条
の
四 

手
当
は
□
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
が
□
障
害
を

支
給
事
由
と
す
る
給
付
で
あ
つ
て
□
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
□
そ
の
価
額
の
限
度
で
支
給

し
な
い
□
た
だ
し
□
そ
の
全
額
に
つ
き
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き

は
□
こ
の
限
り
で
な
い
□ 

   

□
新
設
□ 



  

八 

の
所
得
税
法
□
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
□
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配

偶
者
及
び
扶
養
親
族
□
次
条
及
び
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
に
お
い
て

□
扶
養
親
族
等
□
と
い
う
□
□
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
政
令
で
定
め
る
額

を
超
え
る
と
き
は
□
そ
の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
は
□
支
給
し
な

い
□ 

 

第
二
十
六
条
の
四
の
三 

手
当
は
□
受
給
資
格
者
の
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
又

は
受
給
資
格
者
の
民
法
□
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
□
第
八
百
七
十

七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
当
該
受
給
資
格
者
の
生
計
を
維
持
す

る
も
の
の
前
年
の
所
得
が
□
そ
の
者
の
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ

て
□
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
□
そ
の
年
の
八
月
か
ら
翌
年
の

七
月
ま
で
は
□
支
給
し
な
い
□ 

 

第
二
十
六
条
の
四
の
四 

震
災
□
風
水
害
□
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災

害
に
よ
り
□
自
己
又
は
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
若
し
く
は

扶
養
親
族
の
所
有
に
係
る
住
宅
□
家
財
又
は
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
財
産

に
つ
き
被
害
金
額
□
保
険
金
□
損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
充
さ
れ
た
金
額
を

除
く
□
□
が
そ
の
価
格
の
お
お
む
ね
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
損
害
を
受
け
た
者

□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
□
被
災
者
□
と
い
う
□
□
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
□

そ
の
損
害
を
受
け
た
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま
で
の
手
当
に
つ
い
て
は
□
そ
の

損
害
を
受
け
た
年
の
前
年
又
は
前
前
年
に
お
け
る
当
該
被
災
者
の
所
得
に
関

      

□
新
設
□ 

      

□
新
設
□ 

       



 

九 

し
て
は
□
前
二
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
□ 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
手
当
が
支
給
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
□
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
□
そ
の
支
給
を
受
け
た
者

は
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
手
当
で
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係

る
も
の
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道
府
県
□
市
又
は
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る

町
村
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶

養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
第
二
十
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
こ
と
□ 

当
該
被
災
者
に
支
給
さ
れ
た
手

当 

二 

当
該
被
災
者
の
当
該
損
害
を
受
け
た
年
の
所
得
が
□
当
該
被
災
者
の
扶

養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
□
前
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

額
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

当
該
被
災
者
を
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
と
す

る
者
に
支
給
さ
れ
た
手
当 

 第
二
十
六
条
の
四
の
五 

第
二
十
六
条
の
四
の
二
□
第
二
十
六
条
の
四
の
三
及

び
前
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法

は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

  

□
準
用
□ 

第
二
十
六
条
の
五 

第
五
条
第
二
項
□
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第

               

□
新
設
□ 

    

□
準
用
□ 

第
二
十
六
条
の
五 
第
五
条
第
二
項
□
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第



  

一
〇 

十
一
条
□
第
三
号
を
除
く
□
□
□
第
十
二
条
□
第
十
九
条
□
第
十
九
条
の
二
□

第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
五
条
並
び
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
の
二
第

一
項
及
び
第
三
項
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
四
条
□
第
二
十
五
条
並
び
に
第

三
十
一
条
の
規
定
は
□
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□

同
法
第
五
条
の
二
第
一
項
中
□
基
本
額
□
と
あ
る
の
は
□
特
別
障
害
者
手
当

の
額
□
と
□
同
条
第
三
項
中
□
前
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第
一
項
□
と
□
同

法
第
三
十
一
条
中
□
第
十
二
条
第
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
特
別
児
童
扶
養
手

当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
□
と
□□
金
額
の

全
部
又
は
一
部
□
と
あ
る
の
は
□
金
額
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

  
 

 

第
五
章 

雑
則 

  

□
資
料
の
提
供
等
□ 

第
三
十
七
条 

行
政
庁
は
□
手
当
の
支
給
に
関
す
る
処
分
に
関
し
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
□
受
給
資
格
者
□
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当

す
る
者
に
限
る
□
□
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
義
務
者
の
資
産
若

し
く
は
収
入
の
状
況
又
は
障
害
児
に
対
す
る
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定

す
る
年
金
た
る
給
付
□
重
度
障
害
児
に
対
す
る
第
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す

る
給
付
若
し
く
は
特
別
障
害
者
に
対
す
る
第
二
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
給

付
の
支
給
状
況
に
つ
き
□
官
公
署
に
対
し
□
必
要
な
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は

資
料
の
提
供
を
求
め
□
又
は
銀
行
□
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
若
し
く
は
受

十
一
条
□
第
三
号
を
除
く
□
□
□
第
十
二
条
□
第
十
六
条
並
び
に
第
十
九
条
か

ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
□
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に

お
い
て
□
第
十
六
条
中
□
第
八
条
□
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
□

と
あ
る
の
は
□
第
二
十
二
条
□
第
二
十
四
条
□
第
二
十
五
条
□
と
□□
第
九
条

第
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二

条
第
二
項
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

     
 

 

第
五
章 

雑
則 

  

□
資
料
の
提
供
等
□ 

第
三
十
七
条 

行
政
庁
は
□
手
当
の
支
給
に
関
す
る
処
分
に
関
し
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
□
受
給
資
格
者
□
受
給
資
格
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養

義
務
者
若
し
く
は
障
害
児
の
資
産
若
し
く
は
収
入
の
状
況
又
は
障
害
児
に
対

す
る
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
□
重
度
障
害
児
に

対
す
る
第
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
給
付
若
し
く
は
特
別
障
害
者
に
対
す

る
第
二
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
給
付
の
支
給
状
況
に
つ
き
□
官
公
署
に
対

し
□
必
要
な
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
□
又
は
銀
行
□
信

託
会
社
そ
の
他
の
機
関
若
し
く
は
受
給
資
格
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
者



 

一
一 

給
資
格
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
□
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  

□
事
務
の
区
分
□ 

第
三
十
九
条
の
二 
こ
の
法
律
□
第
二
十
五
条
□
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
及
び
第
二
十
六
条
の
四
の
四
第
二
項
を
除
く
□
□

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
□
市
又
は
福
祉
事
務
所
を
管
理
す
る
町
村
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
□
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に

規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
□ 

に
対
し
□
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

   

□
事
務
の
区
分
□ 

第
三
十
九
条
の
二 

こ
の
法
律
□
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
□
第

二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
を
除

く
□
□
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
□
市
又
は
福
祉
事
務
所
を
管
理
す
る
町
村
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
□
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一

号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
□ 

 

 
 

  
 



  

一
二 

○
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
□
附
則
第
七
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
第
一 
第
一
号
法
定
受
託
事
務
□
第
二
条
関
係
□ 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
□
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

法
律 
事
務 

□
略
□ 

□
略
□ 

特
別
児
童
扶
養
手

当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
□
昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百

三
十
四
号
□ 

こ
の
法
律
□
第
二
十
五
条
□
第
二
十
六
条
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
及
び
第
二
十

六
条
の
四
の
四
第
二
項
を
除
く
□
□
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
□
市
又
は
福
祉
事
務
所
を
管
理
す
る

町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 

□
略
□ 

□
略
□ 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
□
第
二
条
関
係
□ 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
□
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

法
律 

事
務 

□
略
□ 

□
略
□ 

特
別
児
童
扶
養
手

当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
□
昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百

三
十
四
号
□ 

こ
の
法
律
□
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五

条
□
第
二
十
六
条
の
五
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
を
除
く
□
□
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
□
市
又
は
福
祉
事
務
所
を
管

理
す
る
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務 

□
略
□ 

□
略
□ 

 
 

  
 



 

一
三 

○
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
□
□
附
則
第
八
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 
則 

 

□
第
七
条
の
規
定
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
□ 

第
九
十
五
条
・
第
九
十
六
条 

□
略
□ 

 

第
九
十
七
条 

□
略
□ 

２ 

附
則
第
九
十
五
条
並
び
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
た
だ

し
書
□
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
□
第
五

十
九
条
第
六
項
□
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九

十
一
号
□
附
則
第
十
一
項
及
び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
□
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
百
二
十
一
号
□
附
則
第
五
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
□
□
□
第
十
八
条
□
第
十
九
条
の
二
□
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六

条
の
四
の
二
か
ら
第
二
十
六
条
の
四
の
五
ま
で
の
規
定
は
□
前
項
の
規
定
に

よ
り
支
給
す
る
旧
法
に
よ
る
福
祉
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に

お
い
て
□
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
の
二
第
一
項
中
□
基
本
額
□
と
あ
る
の

は
□
福
祉
手
当
の
額
□
と
□
同
条
第
三
項
中
□
前
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第

一
項
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
九
十
八
条
□
第
九
十
九
条
の
二 

□
略
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
第
七
条
の
規
定
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
□ 

第
九
十
五
条
・
第
九
十
六
条 

□
略
□ 

 

第
九
十
七
条 

□
略
□ 

２ 

附
則
第
九
十
五
条
並
び
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
た
だ

し
書
□
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
□
第
五

十
九
条
第
六
項
□
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九

十
一
号
□
附
則
第
十
一
項
及
び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
□
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
百
二
十
一
号
□
附
則
第
五
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
□
□
□
第
十
八
条
□
第
十
九
条
の
二
□
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条

ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旧
法
に

よ
る
福
祉
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
児
童
扶
養
手

当
法
第
五
条
の
二
第
一
項
中
□
基
本
額
□
と
あ
る
の
は
□
福
祉
手
当
の
額
□

と
□
同
条
第
三
項
中
□
前
二
項
□
と
あ
る
の
は
□
第
一
項
□
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
□ 

 

第
九
十
八
条
□
第
九
十
九
条
の
二 

□
略
□ 
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